
南越前町告示第１０５号 

 

平成３０年度南越前町人事行政の運営等の状況の公表 

 

地方公務員法（昭和２５年法律第２６１号）第５８条の２及び南越前町人事行政の運営等の状況の

公表に関する条例（平成１８年南越前町条例第２６号）に基づき、南越前町職員の状況について次のと

おり公表します。 

 

令和元年１１月２２日 

                      南越前町長  岩  倉  光  弘  

 

 1 職員の任免および職員数の状況 

（１） 部門別職員数の状況 

 各年４月１日現在の部門別職員数の状況は、次のとおりです。 

区 分  

部 門 

職員数（人） 対前年 

増減数

（人） 

主な増減理由 
Ｈ30 Ｈ31 

一般行政部門 

議会   2   2   0  

総務   43   42   △1 担当職員の減 

税務   8   8   0  

民生   49   47  △2 担当職員の減 

衛生   12   12   0  

農林水産   11   12    1  

商工    8    8   0  

土木   10   10    0  

特別行政部門 教育   22   16 △6 担当職員の減 

公営企業等会計

部門 

病院   19   19  0  

水道     1     1  0  

下水道   2   2  0  

その他   25   25    0  

合計   212   204 △8  

（注）公営企業等会計部門のその他は、国民健康保険事業や、介護保険事業などをいいます。 

 

 

 

 

 



（２） 職員の採用状況 

平成 30 年度採用 13 人 

職員の退職状況 

平成 30 年度退職 
定年 6 人 

勧奨・その他  15 人 

 

 

２ 職員の給与の状況 

（１） 人件費の状況（一般会計決算） 

平成３０年度の一般会計の人件費の状況は、次の表のとおりです。 

区分 
住民基本台帳人口 

（Ｈ31.3.31 現在） 

歳出額 

Ａ 

実質収支 人件費 

Ｂ 

人件費率 

Ｂ／Ａ 

30 年

度 

人 

10,610   

千円 

8,264,921  

千円 

281,952  

千円 

1,387,136  

％ 

16.23  

（注）人件費には、特別職職員に支給される給料または報酬、嘱託職員に支給される賃金等を含みます。 

 

（２） 職員給与費の状況（普通会計決算） 

平成３０年度の普通会計の職員給与費の状況は、次の表のとおりです。 

区分 

職員数 

Ａ 

給  与  費 一人当たり給与費 

Ｂ／Ａ 給 料 職員手当 期末・勤勉手

当 

計 Ｂ 

30 年

度 

人 

164  

千円 

574,040 

千円 

92,043  

千円 

224,331 

千円 

890,414  

千円 

 5,430   

（注 1）職員手当には退職手当が含まれていません。 

（注２）職員数は平成３０年３月３１日の人数です。（特別職および教育長は含まれていません。） 

 

（３） 職員の平均年齢、平均給料月額等の状況 

平成３１年４月１日現在の職員の平均年齢、平均給料月額等の状況は、次の表のとおりです。 

区 分 平均年齢 平均給料月額 

一般行政職 42.2 歳 305,400 円 

技能労務職 52.2 歳 270,300 円 

 

（４） 職員の初任給の状況 

平成３１年４月１日現在の一般行政職員の初任給の状況は、次の表のとおりです。 

区 分 大学卒 高校卒 

南越前町 170,100 円 148,600 円 

国 180,700 円 148,600 円 



（５）一般行政職の級別職員数の状況 

平成３１年４月１日現在の一般行政職員の等級別及び職制上の段階ごとの職員数の状況は、次の表の

とおりです。 

等級 
等級別基準職務表に規定する 

基準となる職務 

合計 内訳 職制上の段階 

（人） （％） 職名 （人） （人） （％） 段階 

1級 

定型的な業務を行う職務 

相当高度の知識又は経験を必要とする

業務を行う職務 

18 16.2 

主事 

学芸員 

17 

1 

30 27 

 

主 

事 

級 

 

計 18 

2級 

特に高度の知識又は経験を必要とする

業務を行う職務 12 10.8 

主事 

学芸員 

11 

1 

計 12 

3級 

主査の職務 

39 35.1 

主査 

 

39 

 39 35.1 

主 

査 

級 計 39 

4級 

主任の職務 

課長補佐、室長補佐、次長の職務 

25 22.5 

課長補佐 

次長 

主任 

学芸員 

10 

 5 

9 

1 

25 22.6 

課 

長 

補 

佐 

級 計 25 

5級 

室長等、参事、相当高度の知識経験に

基づき困難な業務を行う課長補佐、室

長補佐及び次長の職務 
10 9.0 

参事 

室長 

所長 

5 

3 

2 

 17 15.3 

課 

長 

級 

計 10 

6級 

課長等の職務 

7 6.3 

課長 

事務局長 

5 

2 

計 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（６） 職員手当の状況 

平成３１年４月１日現在の主な職員手当の状況は、次の表のとおりです。 

① 扶養手当等 

区分 内  容 南越前町 国との比較 

扶養手当 

配偶者 6,500円╱月 

同じ 

子 10,000円╱月 

父母等 6,500円╱月 

16歳に達する年度初めから22歳に達する年度末

までの子（一人につき） 
5,000円╱月を加算 

住居手当 

家賃 55,000円以上 27,000円/月 

同じ 家賃 23,000円を超え55,000円未満 
(家賃－23,000円)×1╱2 

＋11,000円 

家賃 23,000円以下 家賃―12,000円 

通勤手当 

交通機関等の利用者（通勤距離片道２km以上） 
運賃等（定期券）相当額 

（上限 55,000円╱月） 
同じ 

乗用車等の使用者（通勤距離片道２km以上） 
通勤距離に応じ、2,000円

から31,600円まで 

 

② 管理職手当 

区分 支給額 

課長・事務局長 42,000 円/月 

事務所長・室長・参事 32,000 円╱月 

 

③ 期末・勤勉手当                        （平成30度支給割合） 

区分 
南越前町 国 

期末手当 勤勉手当 計 期末手当 勤勉手当 計 

6月期 1.225 月 0.9月 2.125月 1.225 月 0.9月 2.125月 

12月期 1.375 月 0.95月 2.325月 1.375 月 0.95月 2.325月 

計  2.60 月 1.85月 4.45月  2.60 月 1.85月 4.45月 

加算措置 

の状況 

職務上の段階、職務の級等により加算措置が 

あります。 

職務上の段階、職務の級等により加算措置が 

あります。 

 

④ 退職手当 

区分 
南越前町 国 

自己都合 勧奨・定年 自己都合 勧奨・定年 

勤続20年 19.6695月 24.586875月 19.6695月 24.586875月 

勤続25年 28.0395月   31.8897月 28.0395月   31.8897月 

勤続35年 39.7575月  47.709月 39.7575月  47.709月 

最高限度額 47.709月  47.709月 47.709月  47.709月 

 

 

 



⑤ 特殊勤務手当 

特殊勤務手当とは、著しく危険、不快、不健康または困難な勤務その他著しく特殊な勤務に支給する
手当です。 

業 務  金 額 

医療業務（医師） 給料月額×70／100 以内╱月  

研究業務（医師） 20,000 円╱月  

感染症防疫作業 300 円╱日  

放射線取扱作業 210 円╱日  

夜間看護業務（看護師） 7,200 円╱回  

夜間看護業務（介護員）   6,200 円╱回  

死体処理作業 4,000 円╱日  

索道点検作業 
               索道技術者  200 円╱日   

※スキー場営業期間のみ 

除雪車運転等作業 
勤務時間内  300 円╱時間 

勤務時間外  600 円╱時間 

  

⑥ 時間外勤務手当（全会計決算） 

区分 支給額 
職員1人当たりの 

平均支給年額 

平成30年度 34,726,511円 182,771円 

 

（７） 特別職の給料、報酬の状況 

平成３１年４月１日現在の特別職の給料、報酬等の状況は、次の表のとおりです。 

区分 給料又は報酬月額 期末手当（平成 30 年度支給割合） 

町 長 830,000 円  

6 月期 1.575 月 

12 月期  1.775 月 計 3.35 月 

副町長 680,000 円 

教育長 570,000 円 

議 長 310,000 円  

6 月期 1.10 月 

12 月期  2.25 月 計 3.35 月 

副議長 242,000 円 

議 員 226,000 円 

 

 

 

３ 職員の勤務条件及び服務の状況 

（１）勤務時間の状況 

平成３０年度の職員の勤務条件は、次の表のとおりです。 

勤務時間 休憩時間 

８時３０分～１７時１５分 １２時～１３時 

（注）勤務時間は、職場により上記と異なる場合があります。 

 

 

 



（２）休暇等の状況 

職員の休暇制度及び休業制度の概要は、次の表のとおりです。 

区 分 内  容 
平成３０年度の 

取得状況 

休 
 

暇 

年次休暇 1 年につき 20 日間与えられます。 
一人 ６.４日 

（Ｈ30 年平均） 

病気休暇 
負傷又は疾病のため療養する必要があり勤務することがで

きない場合に、最高９０日間認められます。 
１０人 

特別休暇 

選挙権の行使、結婚、出産、夏季の諸行事、忌引、子の看護、
公務による負傷の療養、交通機関の事故その他の特別な事由
により勤務しないことが相当である場合に与えられます。 

結婚    ２人 

出産    ７人 

忌引   ２６人 

介護休暇 
親族の介護のため連続する 6 箇月の期間内で認められる休

暇です。期間中、給与は支給されません。 
０人 

育児休業 
子を養育するため、子が 3 歳に達する日までを限度として休

業できます。期間中、給与は支給されません。 
７人 

（３）服務の状況 

職員は、全体の奉仕者として公共の利益のために勤務し、かつ、職務の遂行にあたっては、全力を挙
げてこれに専念しなければなりません。この服務の基本原則を忠実に実行するため、地方公務員法に
よって職員には、法令等及び上司の職務上の命令に従う義務、秘密を守る義務、職務に専念する義務が
課せられ、信用失墜行為及び争議行為等の禁止、また、政治的行為及び営利企業等の従事が制限されて
います。 

 

 

４ 職員の分限及び懲戒処分の状況 

（１） 分限処分の状況   

分限処分は、職員が心身の故障などによりその職責を十分に果たすことができない場合に、本人の
意に反して行う不利益処分のことです。分限処分には、給料を号給の低い額に決定する「降給」、一定
期間職務に従事させない「休職」、現在の職務より低い職務に任命する「降任」及び職員の身分を失わ
せる「免職」の４種類あります。 

平成３０年度の分限処分の状況は、次の表のとおりです。 

処分の内容 降 給 休 職 降 任 免 職 

処分者数 ０人 ０人 ０人 ０人 

 

（２） 懲戒処分の状況 

 懲戒処分は、職務上の義務違反など公務員としてふさわしくない非行に対して行う制裁措置のこと
です。懲戒処分には、軽い順から、義務違反の責任を確認し、書面等で戒める「戒告」、給料を一定期
間減額して支給する「減給」、懲罰として一定期間職務に従事させない「停職」及び懲罰として職員の
身分を失わせる「免職」の４種類があります。 

平成３０年度の懲戒処分の状況は、次の表のとおりです。 

処分の内容 戒 告 減 給 停 職 免 職 

処分者数 ０人 ０人 ０人 ０人 



５ 職員の研修の状況 
 地方公務員法第３９条には「職員には、その勤務能率の発揮及び増進のために研修を受ける機会が
与えられなければならない。」とされています。 

 平成３０年度の職員の研修の状況は、次のとおりです。 

研修名 研修日数 受講者数 

新規採用職員研修（前期） ４日 ４人 

新規採用職員研修（中期） ２日 ４人 

新規採用職員研修（後期） ３日 ３人 

新規採用職員研修（保育職） ３日 ３人 

新規採用職員研修（医療技術職） ３日 １人 

ステップ１研修（２５歳） ２日 １人 

ステップ２研修（３０歳） ２日 ３人 

ステップ３研修（３５歳） ２日 ４人 

ステップ４研修（４０歳） ２日 ９人 

課長補佐研修 ２日 １１人 

新任管理職研修 １日 ４人 

課長級研修 １日 １人 

民法研修（総則） ２日 １人 

民法研修（債権） ２日 １人 

行政法研修 １日 １人 

地方自治法研修 １日 １人 

客観的・論理的思考法研修 １日 １人 

 

 

 

６ 職員の福祉及び利益の保護の状況 

（１） 福利厚生制度の状況 

職員の健康状況を把握し、生活習慣病などの健康障害を早期に発見するため、労働安全衛生法に基
づく定期健康診断のほか、メンタル不調の発生を未然に防ぐためにストレスチェックなどの健康管理
事業を実施しています。 

このほか職員による「南越前町職員会」を組織し、常備薬の配置、体力づくり事業、研修事業への助
成等を行っています。 

 

（２） 公務災害補償制度の状況 

 職員の公務上の災害に対する補償は、地方公務員災害補償基金福井県支部に加入し、実施していま
す。平成３０年度は、３ 件ありました。 
 
 

７ 公平委員会の状況 

（１） 公平委員会の概要 

 公平委員会は、地方公務員法第７条第３項の規定により設置されており、その処理する主な事務は
次のとおりです。 

① 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置の要求を審査し、判定し必要な措置を執る 

こと。 

② 職員に対する不利益な処分についての不服申し立てに対する採決又は決定をすること。 

本町は、公平委員会の事務を福井県に委託しています。 

 

 



（２） 事務の状況 
 委託先の福井県から報告を受けた平成３０年度の公平委員会の事務の状況は、次の表のとおりです。 

事務の種別 件数 

勤務状況に関する措置の要求の状況 ０件 

不利益処分に関する不服申し立ての状況 ０件 

 


